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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
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【公開番号】特開2009-31536(P2009-31536A)
【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-006
【出願番号】特願2007-195513(P2007-195513)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  26/08     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    １０４Ｚ
   Ｇ０２Ｂ  26/08    　　　Ｅ
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０４Ｚ
   Ｂ８１Ｂ   3/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に光反射層が形成されたミラーと、
　前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
　前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に、前記ミラーの構成部材の熱伝導率よりも
熱伝導率の高い材質の層が形成されていることを特徴とするスキャナ。
【請求項２】
　表面に光反射層が形成されたミラーと、
　前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
　前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に、微細な凹凸が形成されていることを特徴
とするスキャナ。
【請求項３】
表面に光反射層が形成されたミラーと、
　前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
　前記ミラーの光反射層とは反対側の面に、表面に微細な凹凸が形成された層が形成され
ていることを特徴とするスキャナ。
【請求項４】
　前記ミラーの駆動軸上には、前記ミラーを静電駆動するための静電容量素子部が接続さ
れ、
　前記静電容量素子部の、前記光反射層への光の入射側とは反対側の面に、前記静電容量
素子部の熱伝導率よりも熱伝導率の高い材質の層が形成されていることを特徴とする請求
項１に記載のスキャナ。
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【請求項５】
　前記ミラーの駆動軸上には、前記ミラーを静電駆動するための静電容量素子部が接続さ
れ、
　前記静電容量素子部の、前記光反射層への光の入射側とは反対側の面に、前記微細な凹
凸が形成された層が形成されていることを特徴とする請求項３に記載のスキャナ。
【請求項６】
　前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に凹部が形成されていることを特徴とする請
求項１から請求項５のいずれか１項に記載のスキャナ。
【請求項７】
　前記微細な凹凸が形成された層は、アモルファスシリコン膜を熱処理して形成されたポ
リシリコン膜であることを特徴とする請求項３または請求項４に記載のスキャナ。
【請求項８】
　前記微細な凹凸が形成された層は、カーボンナノチューブを含むことを特徴とする請求
項３または請求項４に記載のスキャナ。
【請求項９】
　前記凹部は、マトリクス状に配列されて形成されていることを特徴とする請求項６に記
載のスキャナ。
【請求項１０】
　前記凹部は、ハニカム状に配列されて形成されていることを特徴とする請求項６に記載
のスキャナ。
【請求項１１】
　前記凹部は、前記駆動軸に対して対称に配置されていることを特徴とする請求項６に記
載のスキャナ。
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